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    令和６年第１回甘楽町議会定例会会議録第１号     

 

令和６年３月７日（木曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   令和６年３月７日（木曜日）午後１時０１分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 施政方針 

日程第 ５ 議案第 ５号 令和５年度甘楽町一般会計補正予算（第７号）    

日程第 ６ 議案第 ６号 令和５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 ７ 議案第 ７号 令和５年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第 ８ 議案第 ８号 令和５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 ９ 議案第 ９号 令和５年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第１０号 令和５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 同意第 １号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１２ 同意第 ２号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

日程第１３ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議に

ついて 

日程第１４ 議案第１２号 甘楽町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する

条例について  

日程第１５ 議案第１３号 甘楽町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１６ 議案第１４号 甘楽町公立学校基金条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１５号 甘楽町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１６号 甘楽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人
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情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第１７号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第１８号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第１９号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第２２ 議案第２０号 甘楽町給水条例等の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第２１号 甘楽町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

日程第２４ 議案第２２号 甘楽町特別会計条例等の一部を改正する条例について 

日程第２５ 議案第２３号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第２４号 甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２７ 議案第２５号 甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第２８ 議案第２６号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第２９ 議案第２７号 甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例を廃止する条例に

ついて 

日程第３０ 議案第２８号 甘楽町道路線の認定について 

日程第３１ 議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算 

日程第３２ 議案第３０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第３３ 議案第３１号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

日程第３４ 議案第３２号 令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３５ 議案第３３号 令和６年度甘楽町水道事業会計予算 

日程第３６ 議案第３４号 令和６年度甘楽町下水道事業会計予算 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１０人） 

       ３番  田 中   享 君   ４番 新 井 六 美 君 

       ５番  横 尾   稔 君   ６番 堀 口   博 君 

       ７番  白 石 豊 樹 君   ８番 吉 田 恭 介 君 

       ９番  山 田 光 男 君  １０番 金 田 倍 視 君 

      １１番  中 野 喜久勇 君  １２番 山 田 邦 彦 君 

        

欠席議員 なし 

                                       

説明のため出席した者 

  町     長  茂 原 荘 一 君  副  町  長  森 平 仁 志 君 

  教  育  長  近 藤 秀 夫 君  会計管理者（会計課長 ）  宇佐美 智 博 君 

  総 務 課 長  田 村 昌 徳 君  企 画 課 長  髙 橋   功 君 
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  建 設 課 長  秋 山 勝 重 君  水 道 課 長  富 田 和 幸 君 

教 育 課 長  齋 藤 文 康 君 

                                       

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  増 田 剛 久    書     記  岡 本 妙 子 
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○開会・開議 

午後１時０１分開会・開議 

◇議長（白石豊樹君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより令和６年第

１回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次、議事を進め

ます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。 

第９番山田光男君、第１０番金田倍視君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本件につきましては、先に議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員長山

田光男君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（山田光男君） 議会運営委員会報告。議長の指名がありましたので、

議会運営委員会の経過と結果について報告をいたします。 

去る２月２９日に議会運営委員会を開き、本定例会の会期、日程等について協議をした

結果、会期については本日から１４日までの８日間とし、日程については議会速報で配付

したとおりであります。 

以上でありますが、この会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう

議員各位のご協力をお願い申し上げ、報告といたします。 

◇議長（白石豊樹君） お諮りいたします。 

議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期を本日から１４日までの８日間とする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１４日までの８日間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第３ 諸般の報告 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

去る、２月２０日、群馬県町村議会議長会定期総会が開催され、出席いたしました。 

本総会におきまして、令和６年度事業計画、一般会計予算、会費の額及び賦課徴収方法

についての３議案が上程され、それぞれ原案のとおり承認可決されました。 

また、別紙のとおりお手元に配付しました「宣言」及び「決議」が行われましたので、

報告いたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 施政方針 

◇議長（白石豊樹君） 日程第４、施政方針を行います。 

町長の発言を許します。 

町長。 

◇町長（茂原荘一君） 令和６年第１回甘楽町議会定例会の開会にあたり、ご挨拶を申し

上げます。 

 この冬は朝晩冷え込む日もありましたけれども、真冬の時期にもかかわらず暖かい陽気

になることが度々ありまして、県内では２月に夏日となった地域もあったようであります。

役場前の梅林は早いうちから蕾がほころび始め、今は色鮮やかに花が咲き春の訪れを感じ

させております。 

 一昨日、株式会社ツルヤさんが開発する「かんらショッピングパーク」の地鎮祭に招か

れ、出席をしてまいりました。ツルヤ出店のほか、雑貨衣料品販売の「無印良品」と医療

品を扱う「サンドラッグ」や「ダイソー」の４店舗の計画のようです。町としても雇用や

誘客の促進が図られ、町内の経済効果につながることを期待しているところでもあります。 

 町では発足６５周年を迎え「キラッとかんら観光キャンペーン」と合わせて記念事業を

展開し、積極的に観光客を呼び込んでいきたいと考えておりますので、議員の皆様におか

れましても、引き続きのご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 本日は、ご多忙の中ご出席を賜り、本定例会が開催できますことを心から厚く御礼申し

上げます。 

 さて、早いもので令和５年度も大詰めの時期を迎えました。この一年、議員の皆様をは

じめ多くの町民の皆様にご協力をいただき、令和５年度予算案に盛り込まれました事業も

予定どおりに進捗しております。この場をお借りして関係者の皆様に深く感謝を申し上げ
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ます。 

本定例会では、令和６年度の施政方針を示す各会計の当初予算をはじめ、条例の改正・

廃止や制定、令和５年度の予算補正、人事案件など、重要な議案を多数ご提案を申し上げ

ます。議員の皆様には、慎重審議を通じまして、何卒ご理解のうえ、原案のとおりご議決

ご同意を賜りますよう、あらかじめお願いを申し上げます。 

これより、上程を申し上げます３０議案、同意案件２件の大要について申し上げますが、

各議案等の詳細につきましては、その都度各課長に説明をいたさせますので、あらかじめ

ご了承のほどをお願い申し上げます。 

議案第５号から第１０号までは、令和５年度の各会計の補正予算であります。年度末を

控え事業の進捗による予算の整理を行い、かつ必要な予算措置をお願いしたいとするもの

であります。 

同意第１号につきましては、任期満了に伴う固定資産評価審査委員会委員に松井勝美さ

んの選任、同じく第２号は、任期満了に伴う教育委員会委員に齋藤耕一さんの任命につき

まして、議会の同意を求めるものであります。 

議案第１１号は、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議につきまし

て、議会の議決を求めるものであります。 

議案第１２号から第２７号までは、条例の一部改正ならびに廃止及び制定の案件であり

ます。それぞれ制度の拡充、町民の利便性の向上を図るため、また上位法の改正に伴うも

のであります。  

議案第２８号につきましては、新たに町道として管理していくため認定をお願いするも

のであります。 

議案第２９号から第３４号につきましては、令和６年度各会計の当初予算であります。 

令和６年度甘楽町一般会計予算並びに特別会計につきまして、その大要をご説明申し上

げ、併せて予算編成にあたっての所信の一端を申し上げ、議会及び町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたくお願いを申し上げます。 

はじめに、予算編成にあたっての基本方針や財源等について申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症がようやく終息し、人と人との交流ができる活気のある日常

生活が戻ってまいりました。町政の基本である町民の皆様が安全で安心して生活できるこ

とを重点に置きながら、一方では、町制６５周年を迎え記念事業による各種イベントや催

し物の開催により、町の活気を創出するための予算編成をいたしました。 
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また、町民の声を反映した第６次総合計画に盛り込まれました各種事業を着実に実施し

てまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 はじめに、本町の財政状況でありますが、令和５年度の町税収入の状況は、前年度比６．

０％増額の１４億９，５００万円程度の見通しとなっております。令和６年度につきまし

ては、定額減税の影響による個人町民税の減額、固定資産税などの増額を見込み、町税全

体では当初予算額では前年比２．３％の減額１４億４，０２０万４，０００円を計上いた

します。なお、定額減税の減収補填として減収分相当額である５，３００万円の地方特例

交付金が国より交付をされます。 

 町の歳入の根幹となる地方交付税でありますが、普通交付税は、前年より３７０万円増

額の１６億９，３７０万円を見込んでおります。地方交付税の交付総額は前年と比較して

１．９％の増加となります。 

 このような町税・地方交付税の歳入見込みの中で、令和６年度予算編成にあたっては、

厳しい財政状況を深く認識し、限られた財源を重点的かつ効率的に執行するために、甘楽

町第６次総合計画に盛り込まれた施策を推進する予算といたしました。 

この結果、令和６年度一般会計当初予算の総額は、６０億２，３００万円で、前年度当

初予算と比較して７．８％の減少となりました。 

それでは、予算案の重点事業について申し上げます。 

１つ目は、子育ての支援対策であります。「めぶきの森かんら」及び「かんら保育園」

については、運営を民間事業者に委ね３年目となりますが、町も事業者と連携し、より質

の高い保育サービスの提供、そして幼児教育及び子育て環境の充実をこれからも図ってま

いります。 

令和５年度からの継続となりますが、学童保育所については、世帯で同時に利用する２

人目以降の保育料を半額補助することで利用する世帯の経済的負担を軽減します。 

なお、子育てに伴う経済的負担を軽減するため「家庭子育て世帯応援金」の交付、第２

子以降にかかる保育料の無料化、小学校及び中学校の生徒約８３０人の給食費の完全無料

化については継続して実施をしてまいります。 

また、ひとり親世帯の医療費については、引き続き所得制限を撤廃して無料化し、一般

世帯における高校生世代までの医療費の無料化と併せて実施をしてまいります。 

２つ目は、町道及び公園の整備であります。甘楽スマートインターチェンジの開通から

間もなく１年を迎えますが、その間、多くの町民の皆様や観光客にご利用いただいていま
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す。周辺のアクセス道路については現在、「町道東八幡、下原１号線外２路線」の用地買

収が完了し一部工事を開始しておりますが、令和６年度で当該道路拡幅工事を完成させ道

路環境の整備と利便性の向上を図ってまいります。 

公園整備につきましては、甘楽総合公園内の園路及び連絡橋整備工事と小幡周遊園路整

備工事を実施し、併せて大手門周辺の造成工事の実施により良好な景観形成を図ります。  

また、旧福島幼稚園の園舎を解体撤去し、将来的には公園として整備し地域住民の交流・

憩いの場を創出します。 

３つ目は、町制施行６５周年記念事業の実施であります。町制施行から６５周年を迎え、

町民の皆様と共に記念事業を実施したいと思います。例年の観光イベントやスポーツイベ

ント等を拡充して実施するほか、名勝楽山園等を記録したＰＲ映像の作成やパラスポーツ

体験イベントの開催などを実施をいたします。 

また、１１月３日の文化の日には記念式典を開催し、町内の招待者や交流都市からのご

来賓など、多くの皆様にご参列をいただき、町制施行６５周年にふさわしい式典にしたい

と思っております。 

次に、予算区分別の主な新規事業や拡充する事業等について申し上げます。 

総務費では、地域おこし協力隊を新たに１０名ほど受け入れ、合計１６名の隊員により

地域の活性化を図りながら、隊員の移住定住に繋げてまいります。また、地域おこし協力

隊インターン生２０名を受け入れ、関係人口の増加や地域の魅力発見を推進いたします。 

なお、新規住宅取得者に交付する「まちづくり定住応援金」や、若い人の定住と町内企

業の活性化を図る「奨学金返還支援助成金」、「空き家リフォーム補助金」、「移住支援

事業補助金」等については継続して実施をし、引き続き人口減少対策や若者の定住促進に

取り組んでまいります。 

また、１０月からの住民票や印鑑証明書等のコンビニ交付の開始や、デジタル専門人材

派遣制度を活用した庁内及び地域のＤＸ化の推進により、町内の皆様の利便性の向上を

図ってまいります。 

民生費では、新たに高齢者補聴器購入補助金を導入するほか、少子化対策、そして子育

て支援対策、高齢者対策を充実させ、全世代が融合して安心して暮らせるまちづくりに取

り組みます。 

また、拠点となる「にこにこ甘楽」の外壁の改修工事を実施し、安心して利用できるよ

う施設の長寿命化も図る予定であります。 
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衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種を個別定期接種として接種費の一部を補

助することで実施し、これまでの予防接種事業の実施と併せて、町民の皆様の健康保持を

支援をしてまいります。 

また、「出産・子育て応援交付金」による妊娠・出産に対する経済的支援の継続や、「成

人歯科健診」及び「帯状疱疹ワクチン予防接種費補助」の充実などにより、町民の皆様が

安心して健康で暮らせるまちづくりを安心して暮らせるよう取り組んでまいります。 

農林水産業費では、昨年１０月の「オーガニックビレッジ宣言」を受けて、甘楽町有機

農業実施計画のもと甘楽町オーガニック推進協議会が中心となって各種事業を展開し、有

機野菜のＰＲ、学校給食での有機野菜の活用及び担い手の確保・育成など、５年後の目標

に向けての有機農業を推進をしてまいります。 

また、農業者の生活安定を図る支援を実施し、農業者の所得向上、後継者不足解消に繋

げてまいります。 

商工費では、観光キャンペーンを実施し町の魅力をＰＲするとともに、３大パークを巡

るシャトルワゴン運行を拡充し実施をしてまいります。イベントの開催では、大勢の観光

客が見込まれる「さくら祭り」、「さくらウオーク」及び「アンブレラスカイ」等の従来

のイベントの拡充に加えて、町制６５周年記念事業として昨年好評でありました「プロレ

ス興行」を開催し、町民の皆様や観光客が楽しめる様々なイベントを実施してまいります。 

また、企業の雇用支援や若者の就職支援を継続し、企業進出の促進や雇用の安定を図っ

てまいります。 

土木費では、重点施策でも申し上げましたが、甘楽スマートインターチェンジへのアク

セス道路の改良や拡張を進め、利用者の利便性の向上はもちろんのこと、企業誘致、雇用

の創出、町内産業の振興を推進するとともに、定住者の増加に繋げる整備にも取り組んで

まいります。 

消防費では、町民の安全安心な生活を守るために活動している消防団員の士気向上及び

消防技術の研鑽を図るため、消防ポンプ操法競技大会出場に係る消防団活動を支援してま

いります。 

また、消防施設整備事業では、老朽化した消防車の更新として、小型可搬ポンプを搭載

した消防ポンプ自動車を導入するなど、地域消防力の向上に繋がる施策に取り組んでまい

ります。 

続いて教育費でありますが、ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育の環境整備を進め、
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個別最適な学びのできる授業の実現に取り組むとともに、各校の教材備品を更新し、同じ

教育環境での授業の実施に努めてまいります。 

また、教職員の使用する校務支援システムの充実により、児童生徒の学校での様子、出

欠状況や成績などの情報共有に努めてまいります。 

教育施設の整備では、小幡小学校校舎の長寿命化を図るため、外壁改修工事を実施し、

長期的な視点での施設の維持管理に取り組むほか、小幡小学校及び新屋小学校の老朽化し

たブランコ等を更新し、施設の安全管理にも努めてまいります。 

学校給食では、有機野菜や地元食材を使用した学校給食の提供や、交流国の給食の日、

町内企業給食の日を設けるなど特色ある給食を提供するとともに、アレルギーに対応した

安全安心な給食の提供にも取り組み、学校給食の充実を図ってまいります。 

引き続きまして、特別会計について申し上げます。 

 特別会計は、甘楽町国民健康保険事業特別会計予算など３件、企業会計は水道事業会計

予算及び下水道事業会計予算の２件になります。 

主な特徴は、農業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計が法適用により公

営企業会計である下水道事業会計となったことです。公営企業となったため独立採算性が

求められることにより、激変を緩和するため当面は町から財政的な補助をしてまいります

が、ご理解そしてご協力をお願い申し上げます。 

これまでどおり快適な生活環境を保持するため、下水道管渠布設や施設の老朽化対策を

進めるほか、近年の集中豪雨による浸水対策を図るため「雨水管理総合計画」を策定し、

計画に基づいた対策を実施してまいります。 

国民健康保険事業特別会計では、引き続き、出産被保険者の産前産後の保険税４ヶ月分

の減免や、１８歳以下被保険者の保険税均等割額の実質無料化を実施し、子育て中の国保

世帯の経済的負担の軽減を図ってまいります。 

水道事業会計では、道路改良に伴う配水管布設替工事や漏水事故を引き起こす老朽管の

更新工事を実施し、これからも住民の皆様に、安全で安心できる良質な水を、将来にわたっ

て安定的にお届けすることに努めてまいります。 

以上が令和６年度当初予算についての大要であります。一般会計当初予算は、厳しい財

政状況のなか、適正な起債の借入を行うほか、各基金の繰入れを実施し財源確保に努めた

予算編成を行いました。予算執行にあたっては、財政状況の変化により柔軟に対応し、実

施事業の取捨選択や経常経費のより一層の圧縮を進め、必要な予算は確保しながら健全な
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財政運営に努めていく所存であります。 

以上、令和６年第１回甘楽町議会定例会開催にあたり、町政推進にあたって私の所信の

一端を申し上げるとともに、議案の大要についてご説明をさせていただきました。 

本町財政は厳しい状況に変わりはありませんが、ただ今申し上げましたとおり、町民生

活の向上を図るために総力を結集し、しっかりと取り組み、元気とにぎわいのある町、そ

して誰もが幸せを実感できる町「しあわせホームタウン甘楽」の実現に向け努力をしてま

いりたいと考えておりますので、議員の皆様並びに町民の皆様の深いご理解とご協力ご支

援を賜りますようお願いを申し上げます。 

◇議長（白石豊樹君） 施政方針が終わりました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 議案第５号 令和５年度甘楽町一般会計補正予算（第７号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第５、議案第５号 令和５年度甘楽町一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 別冊の補正予算議案書の１ページをお願いいたします。議案

第５号 令和５年度甘楽町一般会計補正予算（第７号）。令和５年度甘楽町一般会計補正

予算（第７号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ１億７，８７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６９億４，７００万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及

び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」による。繰越明許費。第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。地方債の補正。

第３条、地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽

町長茂原荘一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願いい

たします。歳入。１款町税２，１０３万円。７款地方消費税交付金９９５万１，０００円。

１４款使用料及び手数料３１６万２，０００円。１５款国庫支出金、減額１，７５４万１，

０００円。１６款県支出金、減額７５７万１，０００円。１７款財産収入、減額２億７，

１８２万６，０００円。１８款寄附金１，４２１万４，０００円。１９款繰入金、減額９，
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０２９万円。２０款繰越金１億４，０９１万８，０００円。２１款諸収入１，３１５万３，

０００円。２２款町債６１０万円。歳入合計。補正前の額７１億２，５７０万円。補正額、

減額１億７，８７０万円。計６９億４，７００万円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款議会費、減額２６万円。２款総務費、減額１

億５，８５７万８，０００円。３款民生費、減額６６０万円。４款衛生費、減額１，６５

６万９，０００円。６款農林水産業費、減額１，５０４万６，０００円。７款商工費４７

万５，０００円。８款土木費１，４５６万円。９款消防費９１万３，０００円。１０款教

育費２４０万５，０００円。歳出合計。補正前の額７１億２，５７０万円。補正額、減額

１億７，８７０万円。計６９億４，７００万円。 

次ページをお願いいたします。「第２表 繰越明許費」。款、事業名、金額でお願いい

たします。２款総務費、電算経費５５２万６，０００円。３款民生費、低所得世帯支援給

付金給付事業（追加分）３，５１１万８，０００円。３款民生費、子育て世帯生活支援特

別給付金事業（追加分）３１８万６，０００円。６款農林水産業費、一般経費９２万９，

０００円。６款農林水産業費、土地改良事業４９０万円。８款土木費、道路新設改良事業

１億９，７３０万円。８款土木費、橋梁維持補修事業２，４７０万円。 

「第３表 地方債補正」。変更。起債の目的、補正前の限度額、補正後の限度額でお願

いいたします。変更。公共事業等債、道路整備事業。補正前限度額１億５，５２０万円。

補正後限度額１億５，５７０万円。公共事業等債、都市計画事業。補正前限度額１，１２

０万円。補正後限度額１，６８０万円。なお、起債の方法、利率、償還の方法については

変更ございません。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 
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〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第６号 令和５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第６、議案第６号 令和５年度甘楽町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（平井まさみ君） 補正予算書の５０ページをお願いいたします。議案第６号 

令和５年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。令和５年度甘楽町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の

補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１１万２，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億３，７０６万２，０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘

一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願いし

ます。歳入。１款国民健康保険税、減額２，０８２万８，０００円。４款県支出金３１０

万円。７款繰入金、減額６９９万５，０００円。８款繰越金２，７８３万５，０００円。

歳入合計。補正前の額１５億３，３９５万円。補正額３１１万２，０００円。計１５億３，

７０６万２，０００円。 

次ページをお願いします。歳出。１款総務費１万２，０００円。２款保険給付費３１０

万円。３款国民健康保険事業費納付金、ゼロ。歳出合計。補正前の額１５億３，３９５万

円。補正額３１１万２，０００円。計１５億３，７０６万２，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 
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続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第７号 令和５年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第７、議案第７号 令和５年度甘楽町介護保険事業特別会計

補正予算（第５号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（五十里比登志君） 補正予算書の６１ページをお願いいたします。議案第７

号 令和５年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）。令和５年度甘楽町介護

保険事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，４９９万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億４，９４６万７，０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘

一。 

次のページをお願いしたいと思います。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額で

お願いいたします。歳入。９款繰越金２，４９９万７，０００円。歳入合計。補正前の額

１４億２，４４７万円、補正額２，４９９万７，０００円、計１４億４，９４６万７，０

００円。 

６３ページをお願いいたします。歳出。７款予備費２，４９９万７，０００円。歳出合

計。補正前の額１４億２，４４７万円、補正額２，４９９万７，０００円、計１４億４，

９４６万７，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第８号 令和５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第８、議案第８号 令和５年度甘楽町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 補正予算書の７２ページをお願いいたします。議案第８号 令

和５年度甘楽町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。令和５年度甘楽町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補

正。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６，１２５万２，０００円とする。第２項、歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表 歳入歳出予算補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。２款繰入金、減額の２００万円。歳入合計。補正前の額６，３２５万

２，０００円。補正額、減額の２００万円。計６，１２５万２，０００円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款農業集落排水事業費、減額の２００万円。歳

出合計。補正前の額６，３２５万２，０００円。補正額、減額の２００万円。計６，１２
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５万２，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第９号 令和５年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第９、議案第９号 令和５年度甘楽町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 補正予算書の８３ページをお願いいたします。議案第９号 令

和５年度甘楽町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。令和５年度甘楽町公共下水

道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１，２９６万９，０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２，２２９万５，０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。地方債の補正。第２条、地方債の補正は

「第２表 地方債補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款、補正額でお願い

いたします。歳入。１款分担金及び負担金、減額２６０万円。２款使用料及び手数料、減
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額１，３００万円。３款国庫支出金、減額２４万８，０００円。４款繰入金８３６万９，

０００円。６款諸収入６１万円。７款町債、減額５６０万円。８款県支出金、減額５０万

円。歳入合計。補正前の額４億３，５２６万４，０００円。補正額、減額１，２９６万９，

０００円。計４億２，２２９万５，０００円。 

次のページをお願いします。歳出。１款公共下水道費、減額１，２９６万９，０００円。

歳出合計。補正前の額４億３，５２６万４，０００円。補正額、減額１，２９６万９，０

００円。計４億２，２２９万５，０００円。 

次のページをお願いいたします。「第２表 地方債補正」。起債の目的、補正前限度額、

補正後限度額でお願いいたします。変更。流域下水道事業。補正前限度額９５０万円。補

正後限度額８１０万円。特定環境保全公共下水道整備事業。補正前限度額２，９２０万円。

補正後限度額２，５００万円。なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ござ

いません。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第１０号 令和５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１０、議案第１０号 令和５年度甘楽町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（平井まさみ君） 補正予算書の９８ページをお願いいたします。議案第１０

号 令和５年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。令和５年度甘楽町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の

補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５２７万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，９５７万３，０００円とする。第２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘

一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願いし

ます。歳入。１款後期高齢者医療保険料７３１万５，０００円。２款繰入金、減額２２５

万４，０００円。３款諸収入２１万２，０００円。歳入合計。補正前の額１億７，４３０

万円。補正額５２７万３，０００円。計１億７，９５７万３，０００円。 

次ページをお願いいたします。歳出。２款後期高齢者医療広域連合納付金５０６万円。

３款諸支出金２１万３，０００円。歳出合計。補正前の額１億７，４３０万円。補正額５

２７万３，０００円。計１億７，９５７万３，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（白石豊樹君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論をお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（白石豊樹君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（白石豊樹君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり承認可決されました。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 同意第１号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１１、同意第１号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

◇町長（茂原荘一君） 同意第１号 甘楽町固定資産評価審査委員会委員の選任について。

下記の者を甘楽町固定資産評価審査委員会の委員に選任したいから、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、町議会の同意を求める。記。住所は

甘楽町大字小幡１２３９番地。氏名は松井勝美。生年月日は昭和２５年６月１３日。令和

６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由でありますが、甘楽町固定資産評価審査

委員会委員松井勝美氏が、令和６年４月５日をもって任期満了となるためであります。 

よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 同意第 ２号 甘楽町教育委員会委員の任命について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１２、同意第２号 甘楽町教育委員会委員の任命について

を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

◇町長（茂原荘一君） 同意第２号 甘楽町教育委員会委員の任命について。下記の者を

甘楽町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、町議会の同意を求める。 

記。住所は甘楽町大字秋畑１６８５番地１。氏名は齋藤耕一。生年月日は昭和３０年４月

１２日。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由でありますが、甘楽町教育

委員会委員齋藤耕一氏が、令和６年４月６日をもって任期満了となるため。 

 以上であります。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議

について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１３、議案第１１号 群馬県市町村公平委員会共同設置規
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約の変更に関する協議についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（田村昌徳君） 議案書５ページをお願いいたします。議案第１１号 群馬県

市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について。群馬県市町村公平委員会共

同設置規約の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２

項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体間に

おいて協議の上定めることについて、同条第３項の規定により準用する同法第２５２条の

２の２第３項本文の規定により、議会の議決を求める。令和６年３月７日提出。甘楽町長

茂原荘一。提案理由。（１）令和６年４月１日から、群馬県市町村公平委員会を共同設置

する団体に富岡市及び榛東村が加入するため。（２）負担金の算出方法の改正（負担金の

算定基礎となる「対象職員数」の明確化及び団体割負担金の新設）を行うため。 

以上でございます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第１２号 甘楽町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正す

る条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１４、議案第１２号 甘楽町職員の自己啓発等休業に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（田村昌徳君） 議案書の８ページをお願いいたします。議案第１２号 甘楽

町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙

のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。町職員が自己

啓発等休業を取得する際の、諸条件の明確化を図るため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第１３号 甘楽町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１５、議案第１３号 甘楽町公共施設等整備基金条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 議案書の１１ページをお願いいたします。議案第１３号 甘

楽町公共施設等整備基金条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり

提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。公共施設の解体撤去に、

基金を活用するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第１４号 甘楽町公立学校基金条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１６、議案第１４号 甘楽町公立学校基金条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 議案書の１３ページをお願いいたします。議案第１４号 甘

楽町公立学校基金条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。教育環境の整備に必要な備品

の購入に、基金を活用するため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第１５号 甘楽町手数料条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１７、議案第１５号 甘楽町手数料条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

住民課長。 

◇住民課長（髙橋義信君） 議案書の１５ページをお願いいたします。議案第１５号 甘

楽町手数料条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令

和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。政令の一部改正及び住民票等の広域

交付開始に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 
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○日程第１８ 議案第１６号 甘楽町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１８、議案第１６号 甘楽町行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（平井まさみ君） 議案書の１８ページをお願いいたします。議案第１６号 甘

楽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について。上記

の議案を別紙のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。 

マイナンバーを利用した情報連携による福祉医療事務を開始するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第１７号 甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第１９、議案第１７号 甘楽町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（五十里比登志君） 議案書の２０ページをお願いいたします。議案第１７号

甘楽町介護保険条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。 

令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。政令等の一部改正に伴い、介護保

険料に改定が生じたため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第１８号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

て 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２０、議案第１８号 甘楽町小口資金融資促進条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

産業課長。 

◇産業課長（田中睦宏君） 議案書の２２ページをお願いいたします。議案第１８号 甘

楽町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提

出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。実施期間を延長し、事業

を継続させるため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第１９号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部

を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２１、議案第１９号 甘楽町公の施設の設置及び環境整備

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（秋山勝重君） 議案書の２４ページをお願いいたします。議案第１９号 甘

楽町公の施設の設置及び環境整備等に関する条例の一部を改正する条例について。上記の

議案を別紙のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。公

園を公共施設として登録し、町で管理するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２２ 議案第２０号 甘楽町給水条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２２、議案第２０号 甘楽町給水条例等の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の２６ページをお願いいたします。議案第２０号 甘

楽町給水条例等の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令

和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。水道行政の管轄が、厚生労働省から

国土交通省及び環境省へ移管されることに伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２３ 議案第２１号 甘楽町下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２３、議案第２１号 甘楽町下水道事業の設置等に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の２８ページをお願いいたします。議案第２１号 甘

楽町下水道事業の設置等に関する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり提出す

る。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。下水道事業の地方公営企業法

への全部適用に伴う条例制定のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２４ 議案第２２号 甘楽町特別会計条例等の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２４、議案第２２号 甘楽町特別会計条例等の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の３１ページをお願いいたします。議案第２２号 甘

楽町特別会計条例等の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。 

令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。下水道事業の地方公営企業法への

全部適用に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２５ 議案第２３号 甘楽町下水道条例の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２５、議案第２３号 甘楽町下水道条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の３３ページをお願いいたします。議案第２３号 甘

楽町下水道条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令
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和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。下水道事業の地方公営企業法への全

部適用に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２６ 議案第２４号 甘楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２６、議案第２４号 甘楽町公共下水道事業受益者負担に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の３６ページをお願いいたします。議案第２４号 甘

楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案

を別紙のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。下水道

事業の地方公営企業法への全部適用に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２７ 議案第２５号 甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２７、議案第２５号 甘楽町農業集落排水処理施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の３８ページをお願いいたします。議案第２５号 甘

楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について。

上記の議案を別紙のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理

由。下水道事業の地方公営企業法への全部適用に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２８ 議案第２６号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例について 
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◇議長（白石豊樹君） 日程第２８、議案第２６号 企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の４０ページをお願いいたします。議案第２６号 企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を

別紙のとおり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。下水道事

業の地方公営企業法への全部適用に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２９ 議案第２７号 甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例を廃止する条例

について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第２９、議案第２７号 甘楽町水洗便所改造資金融資あっせ

ん条例を廃止する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 議案書の４２ページをお願いいたします。議案第２７号 甘

楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例を廃止する条例について。上記の議案を別紙のと

おり提出する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。提案理由。融資制度を廃止し、

別の補助制度の推進を図るため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３０ 議案第２８号 甘楽町道路線の認定について 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３０、議案第２８号 甘楽町道路線の認定についてを議題

といたします。 

提案者の説明を求めます。 

建設課長。 

◇建設課長（秋山勝重君） 議案書の４４ページをお願いいたします。議案第２８号 甘

楽町道路線の認定について。道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に

基づき、甘楽町道路線を下記のとおり認定する。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘
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一。記。認定する路線。路線名。藤塚・小幡新町線。起点。福島字藤塚１７０３番地２か

ら。終点。福島字小幡新町１７５９番地９まで。重要な経過地。なし。整理番号。５１８

５。提案理由。新たに町道として管理するため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３１ 議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３１、議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算を議

題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（髙橋 功君） 別冊の令和６年度甘楽町予算書の１ページをお願いいたしま

す。議案第２９号 令和６年度甘楽町一般会計予算。令和６年度甘楽町一般会計の予算は、

次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それ

ぞれ６０億２，３００万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。債務負担行為。第２条、地方自治法第２

１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。地方債。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３

表 地方債」による。一時借入金。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定める。歳出予算の流用。第５条、地方自治

法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用すること

ができる場合は、次のとおりと定める。第１号。各項に計上した給料、職員手当及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算」。款と金額でお願いいたしま

す。歳入。１款町税１４億４，０２０万４，０００円。２款地方譲与税７，６１５万２，

０００円。３款利子割交付金５０万円。４款配当割交付金７００万円。５款株式等譲渡所

得割交付金５００万円。６款法人事業税交付金２，３００万円。７款地方消費税交付金３

億２，０００万円。８款ゴルフ場利用税交付金４，０００万円。９款環境性能割交付金５

００万円。１０款地方特例交付金６，３００万円。１１款地方交付税１８億２，３７０万
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円。１２款交通安全対策特別交付金１００万円。次ページをお願いいたします。１３款分

担金及び負担金９６万６，０００円。１４款使用料及び手数料１億２，９７７万７，００

０円。１５款国庫支出金８億２，９１８万８，０００円。１６款県支出金４億５，３７５

万５，０００円。１７款財産収入８５５万７，０００円。１８款寄附金５，８００万円。

１９款繰入金２億５，８６３万６，０００円。２０款繰越金１億円。２１款諸収入１億４，

９３６万５，０００円。２２款町債２億３，０２０万円。歳入合計６０億２，３００万円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款議会費７，２３７万７，０００円。２款総務

費１０億４，３５０万１，０００円。３款民生費１８億２，５４７万２，０００円。４款

衛生費４億８，７７８万４，０００円。５款労働費１万７，０００円。６款農林水産業費

３億３，９５５万９，０００円。７款商工費１億８６７万２，０００円。８款土木費６億

４，６３２万円。９款消防費３億２，１９３万６，０００円。次ページをお願いいたしま

す。１０款教育費７億３，８３２万２，０００円。１１款災害復旧費１万３，０００円。

１２款公債費４億２，９０２万７，０００円。１３款予備費１，０００万円。歳出合計６

０億２，３００万円。 

次ページをお願いいたします。「第２表 債務負担行為」。事項、期間、限度額でお願

いいたします。甘楽町固定資産税土地評価業務委託事業。令和７年度から令和８年度まで。

１，６８４万１，０００円。戸籍システム標準化対応事業。令和７年度から令和７年度ま

で。２，２３６万４，０００円。 

「第３表 地方債」。起債の目的、限度額から申し上げます。臨時財政対策１，１７０

万円。公共事業等債道路整備事業８，６２０万円。公共事業等債都市計画事業５，１２０

万円。公共施設等適正管理推進事業（施設長寿命化）３，３８０万円。学校教育施設等整

備事業（小学校外壁改修）２，４２０万円。防災基盤整備事業２，３１０万円。合計２億

３，０２０万円。次ページをお願いいたします。起債の方法はいずれも証書借入または証

券発行。利率はいずれも年３．０％以内。償還の方法はいずれも政府資金その他借入先の

融資条件によるものとする。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮

し、もしくは繰上償還または低利に借り換えることができる。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３２ 議案第３０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３２、議案第３０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業
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特別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（平井まさみ君） 当初予算書の２２４ページをお願いいたします。議案第３

０号 令和６年度甘楽町国民健康保険事業特別会計予算。令和６年度甘楽町国民健康保険

事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算

の総額は、歳入歳出それぞれ１４億４，２４０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款

項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第

２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，

０００万円と定める。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算」。款と予算額でお願いいたし

ます。歳入。１款国民健康保険税２億７，６９９万９，０００円。２款使用料及び手数料

１，０００円。３款国庫支出金１，０００円。４款県支出金１０億３，２３０万円。５款

財産収入５，０００円。６款寄附金１，０００円。７款繰入金１億９５３万３，０００円。

８款繰越金２，０００万円。９款諸収入３５６万円。歳入合計１４億４，２４０万円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款総務費１，１５９万１，０００円。２款保険

給付費９億８，３１２万４，０００円。３款国民健康保険事業費納付金４億１，０７２万

円。４款共同事業拠出金１，０００円。５款保健事業費２，８９８万３，０００円。６款

基金積立金５，０００円。７款公債費１，０００円。８款諸支出金５９７万５，０００円。

９款予備費２００万円。歳出合計１４億４，２４０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３３ 議案第３１号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３３、議案第３１号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別

会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（五十里比登志君） 予算書の２５１ページをお願いいたします。議案第３１

号 令和６年度甘楽町介護保険事業特別会計予算。令和６年度甘楽町介護保険事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、
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歳入歳出それぞれ１３億１，８６０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及

び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。一時借入金。第２条、地方

自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２，０００万

円と定める。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

次のページをお願いします。「第１表 歳入歳出予算」。款、予算額でお願いいたしま

す。歳入。１款保険料３億２１万４，０００円。２款国庫支出金２億８，５４７万５，０

００円。３款支払基金交付金３億３，９８１万円。４款県支出金１億９，５４３万４，０

００円。５款財産収入２，０００円。６款寄附金１，０００円。７款繰入金１億９，１５

３万円。８款諸収入１６２万５，０００円。９款繰越金４５０万８，０００円。１０款町

債１，０００円。歳入合計１３億１，８６０万円。 

次のページをお願いいたします。歳出となります。１款総務費１，１１０万円。２款保

険給付費１２億２，３６０万７，０００円。３款地域支援事業費８，２７０万６，０００

円。４款基金積立金２，０００円。５款公債費１，０００円。６款諸支出金１８万４，０

００円。７款予備費１００万円。歳出合計１３億１，８６０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３４ 議案第３２号 令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３４、議案第３２号 令和６年度甘楽町後期高齢者医療特

別会計予算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（平井まさみ君） 予算書の２９２ページをお願いいたします。議案第３２号 

令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会計予算。令和６年度甘楽町後期高齢者医療特別会

計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ２億３５０万円と定める。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。令和６年３月７日提出。甘楽町長

茂原荘一。 

次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算」。款と金額でお願いします。

歳入。１款後期高齢者医療保険料１億４，６２４万７，０００円。２款繰入金５，６９９

万円。３款諸収入９万６，０００円。４款繰越金１６万７，０００円。歳入合計２億３５
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０万円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款総務費９８万４，０００円。２款後期高齢者

医療広域連合納付金２億２２６万４，０００円。３款諸支出金８万５，０００円。４款予

備費１６万７，０００円。歳出合計２億３５０万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３５ 議案第３３号 令和６年度甘楽町水道事業会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３５、議案第３３号 令和６年度甘楽町水道事業会計予算

を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 予算書の３０５ページをお願いいたします。議案第３３号 令

和６年度甘楽町水道事業会計予算。総則。第１条、令和６年度水道事業会計の予算は、次

に定めるところによる。業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。第

（１）号、給水戸数５，４０８戸。第（２）号、年間総給水量１６４万２，２００立方メー

トル。第（３）号、１日平均給水量４，４９９立方メートル。第（４）号、主要な建設改

良事業１億１，０９２万４，０００円。 

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。第１款上水道事業収益２億３，８８０万円。第２款簡易水道事業収益９２０万円。

収入合計２億４，８００万円。支出。第１款上水道事業費用２億２，７００万円。第２款

簡易水道事業費用２，０８０万円。支出合計２億４，７８０万円。 

資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１，２４０万円は、過年度分損益勘定

留保資金１，９４５万５，０００円、当年度分損益勘定留保資金８，４２４万４，０００

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８７０万１，０００円で補てんする

ものとする。収入。第１款資本的収入５，０００万円。 

次びページをお願いいたします。支出。第１款資本的支出１億６，２４０万円。 

企業債。第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。起債の目的、配水管整備事業。限度額５，０００万円。起債の方法、証書借

入又は証券発行。利率、年３．０％以内。償還の方法。政府資金その他借入先の融資条件
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によるものとする。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは

繰上償還又は低利に借換えることができる。 

一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は１億円と定める。 

予定支出の各項の経費の金額の流用。第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。第（１）号、営業費用と営業外費用、特別損

失。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第８条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第（１）号、職員給与

費５，１１７万８，０００円。第（２）号、交際費２万円。 

たな卸資産購入限度額。第１０条、たな卸資産の購入限度額は、２６３万円と定める。

令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３６ 議案第３４号 令和６年度甘楽町下水道事業会計予算 

◇議長（白石豊樹君） 日程第３６、議案第３４号 令和６年度甘楽町下水道事業会計予

算を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 予算書の３５４ページをお願いいたします。議案第３４号 令

和６年度甘楽町下水道事業会計予算。総則。第１条、令和６年度下水道事業会計の予算は、

次に定めるところによる。業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。

第（１）号、排水戸数３，８７４戸。第（２）号、年間総処理水量１０９万８，０００立

方メートル。第（３）号、１日平均処理水量３，００８立方メートル。第（４）号、主要

な建設改良事業、汚水渠工事６，４２９万５，０００円。 

収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

なお、下水道事業費用の営業費用中の公営企業会計移行支援業務委託料４２０万円の財源

に充てるため、公営企業会計移行事業債３７０万円を借り入れる。収入。第１款下水道事

業収益４億５，３８０万円。支出。第１款下水道事業費用４億５，３８０万円。 

資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
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資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，７４１万８，０００円は、引継金６４

９万８，０００円、当年度分損益勘定留保資金３，０９２万円で補てんするものとする。

収入。第１款資本的収入２億５，６５９万５，０００円。支出。第１款資本的支出２億９，

４０１万３，０００円。 

特例的収入及び支出。次のページをお願いいたします。第４条の２、地方公営企業法施

行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金

及び未払金の金額は、それぞれ３，４３２万１，０００円及び３，００６万７，０００円

である。 

企業債。第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。 

起債の目的、流域下水道整備事業。限度額８２０万円。特定環境保全公共下水道整備事

業３，５１０万円。起債の方法。いずれも証書借入又は証券発行。利率、いずれも年３．

０％以内。償還の方法。いずれも政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。た

だし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借

換えることができる。 

一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は１億１，０００万円と定める。 

予定支出の各項の経費の金額の流用。第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。第（１）号、営業費用と営業外費用、特別損

失。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第８条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。第（１）号、職員給与

費１，２２９万１，０００円。 

他会計からの補助金。第９条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２億４，

９７４万１，０００円と定める。令和６年３月７日提出。甘楽町長茂原荘一。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（白石豊樹君） 本日はこれにて散会といたします。 

午後２時３１分散会 



－34－ 

 


